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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月6日(2020.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心筋活動を示す心電信号を少なくとも検出するためのシステムであって、前記システム
は、
　身体の筋活動を示す筋電信号を検出する検出手段と、
　前記筋電信号から心電信号と、咀嚼活動を示す咀嚼信号または歩行活動を示す歩行信号
とを少なくとも抽出する抽出手段と
　を備える、システム。
【請求項２】
　前記検出手段は、第１の筋電センサを含み、
　前記第１の筋電センサは、一対の第１の測定電極を含み、
　前記システムは、前記検出手段を使用者に装着する装着手段をさらに備え、
　前記装着手段は、前記検出手段が前記使用者に装着されたときに、前記一対の第１の測
定電極のうちの一方が前記使用者の特定の第１の部分に接触し、かつ、前記一対の第１の
測定電極のうちの他方が前記使用者の特定の第２の部分に接触し、かつ、前記一対の第１
の測定電極が、接触する部分に存在する同一の筋繊維上に配置されないように構成されて
いる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記装着手段は、前記検出手段が前記使用者に装着されたときに、前記一対の第１の測
定電極が前記使用者の正中面に対して非対称に配置されるように構成されている、請求項
２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記抽出手段は、前記心電信号と前記咀嚼信号とを抽出し、
　前記使用者の特定の第１の部分および前記使用者の特定の第２の部分は、前記使用者の
首の後部にある皮膚の部分である、請求項２または３に記載のシステム。
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【請求項５】
　前記抽出手段は、前記心電信号と前記咀嚼信号とを抽出し、
　前記使用者の特定の第１の部分は、前記使用者の首の後部にある皮膚の部分であり、前
記使用者の特定の第２の部分は、前記使用者の鎖骨上にある皮膚の部分である、請求項２
または３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記検出手段は、第２の筋電センサをさらに含み、
　前記第２の筋電センサは、一対の第２の測定電極を含み、
　前記装着手段は、前記検出手段が前記使用者に装着されたときに、前記一対の第２の測
定電極のうちの一方が前記使用者の特定の第３の部分に接触し、かつ、前記一対の第２の
測定電極のうちの他方が前記使用者の特定の第４の部分に接触し、かつ、前記一対の第２
の測定電極が、接触する部分に存在する同一の筋繊維上に配置されないように構成されて
いる、請求項２～５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記装着手段は、前記検出手段が前記使用者に装着されたときに、前記一対の第２の測
定電極が前記使用者の正中面に対して非対称に配置されるように構成されている、請求項
６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記抽出手段は、前記心電信号と前記咀嚼信号とを抽出し、
　前記使用者の特定の第３の部分および前記使用者の特定の第４の部分は、前記使用者の
鎖骨上にある皮膚の部分である、請求項６または７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記抽出手段は、前記心電信号と前記咀嚼信号とを抽出し、
　前記使用者の特定の第３の部分は、前記使用者の首の後部にある皮膚の部分であり、前
記使用者の特定の第４の部分は、前記使用者の鎖骨上にある皮膚の部分である、請求項６
または７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記抽出手段は、前記心電信号と前記歩行信号とを抽出し、
　前記使用者の特定の第１の部分および前記使用者の特定の第２の部分は、前記使用者の
腹部にある皮膚の部分である、請求項２または３に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記システムは、前記使用者に装着されることが可能であるように構成されたデバイス
であり、
　前記デバイスが前記検出手段と前記抽出手段とを含む、請求項１～１０のいずれか一項
に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記システムは、前記使用者に装着されることが可能であるように構成されたデバイス
と、前記デバイスにネットワークを介して通信することが可能であるように構成されたサ
ーバ装置とを含み、
　前記デバイスが前記検出手段を含み、前記サーバ装置が前記抽出手段を含む、請求項１
～１０のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記システムは、前記使用者に装着されることが可能であるように構成されたデバイス
と、前記デバイスにネットワークを介して通信することが可能であるように構成されたユ
ーザ装置とを含み、
　前記デバイスが前記検出手段を含み、前記ユーザ装置が前記抽出手段を含む、請求項１
～１０のいずれか一項に記載のシステム。
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